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下

一
一四
こ

１
　
所
在
地
　
　
　
大
分
県
国
東
市

（旧
東
国
東
郡
国
東
町
）
大
字
鶴
川
字
キ
リ

ウ

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年

（平
１１
）

一
月
１
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
国
東
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
本ヽ
松
み
ゆ
き

・
藤
本
啓
二

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
泥
湿
地

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
後
半
―

一
〇
世
紀

７
　
木
街
の
釈
文

・
内
容

飯
塚
遺
跡
は
、
九
州
地
方
で
は
大
学
府
跡
に
次
ぐ
木
衛
出
土
点
数
を
誇
る
遺

豚
で
あ
る
。
当
初
遺
跡
の
性
格
が
判
然
と
し
な
か
っ
た
が
、
「□
寺
米
日
記
井

上
返
抄
国
解
□
／
□
人
　
上
返
抄
者
郡
大
□
〔醜
Ｘ
と
書
か
れ
た
木
簡

（本
誌
第

二
四
号
ω
）
の
出
土
を
契
機
と
し
て
、
宇
佐
八
幡
宮
及
び
そ
の
神
宮
寺
で
あ
る

弥
勒
寺
の
経
営
に
関
わ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
つ
て
き
た
。
そ
し
て
、

出
土
し
た
木
簡
群
は
、
宇
佐
八
幡
官
と
国
家
機
構
を
結
ぶ
結
節
点
に
位
置
す
る

封
戸
経
営
体
の
運
営
に
関
わ
る
も
の
で
、
し
か
も
文
献
史
料
と
の
総
合
的
検
討

が
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
地
方
木
簡
と
し
て
は
類
稀
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
は
、
発
掘
調
査
報
告
を
刊
行
し
、
そ
の
中
で

飯
塚
遺
跡
出
土
木
簡
に
は
、
①
田
地
の
耕
作
者
の
人
数
と
そ
の
内
訳
を
記
す
木

簡
、
②
イ
ネ
の
収
納
や
出
納
、
そ
の
出
挙
に
関
わ
る
木
簡
、
③
手
工
業
生
産
に

関
わ
る
木
簡
、
①
信
仰

。
宗
教
に
関
わ
る
木
簡
、
⑤
歴
名
の
木
簡
な
ど
、
以
上

大
き
く
五
種
類
の
資
料
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
資
料
と
し
て
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
木
簡
を
後
世
に
確
実
に
保

存
す
べ
く
、
科
学
的
な
保
存
処
理
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
は
明
確
で

な
か
っ
た
墨
痕
が
鮮
明
に
な
っ
た
部
分
が
あ
る
た
め
、
改
め
て
釈
読
の
検
討
を

行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
新
た
に
文
字
を
読
み
取
れ
る
部
分
が
多
々
あ
り
、
し

か
も
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
で
な
か
っ
た
重
要
な
文
字
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
こ
で
、
再
釈
読
の
成
果
と
未
報
告
の
木
簡
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

「
ｏ
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十
月
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□
□
同
Ｈ
Ｈ
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
国

以
十
月
十
八
日
加
納
春
息
米
四
石
五
斗
七
升
五
合
依
真
麿
申
□
池
作

以
十
月
十
九
日
加
納
春
息
三
石
七
斗
人
升
【
酢
酸
醜
酌
ν
営

以
十
月
十
日
加
納
春
息
米
五
石
五
升

〔
息
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
勘
力
〕
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十
月
十
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加
納
□
五
半
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□
□
池
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□
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□
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□
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Ｈ
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□
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収
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□
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□
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Ｈ
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日
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
回
」

名
知
月
廿
日
以
前
作
畢
其
状
申
於
殿
門
不
得
怠
俗

専
当
弥
栄
師

十

一
月
十
八
日
被
宣
国
前
臣
刀
伽
」

ｏ
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回
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日

□
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国
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又
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□
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□
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］
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０
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□
□
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残
り
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友
□
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十
二
日
下
六
十
七
口
　
残
所
十
四
東
八
把

友
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Ｈ
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□
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一
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Ｈ
日
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含
６
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（駕
）×
∞　
寓
ｍ　
２２
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□

□

□
□
大
□
五
□

大
弥
虫
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雑
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ニ
モ
削
り
残
リ
ア
リ
）
μａ
×
駕
×
ヽ

寓
［
　
２２
⑭

ω
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「大
□
子
物
以
□

子
二
人

『□
』

〔
政
力
〕

名
□
口
所

Ｌ
大
□
朱

「
＜
□
吊
□
国
人
」

冨

日

□
〔可
凸
腎
兵
可
力
〕

・
□
大
大
可
□
良
□
□
」

。
日
日
日
回
盗

昭
〔
□
」

含

ｍ
卜
）
×
い
い
×
６
　

ｏ
μ
ｏ
　

２４
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含
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×
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×
⇔
　
ｏ
∞
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ω
）
×

Ю
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×

∞
　

ｏ
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ｏ

∞
Ｐ
∞
×

卜
Ｐ
×

い
　

ｏ
∞
Ю

（
∞
∞
）
×

Ｐ
ｍ
×

∞
　

ｏ
∞
ｏ

（Ｓ
じ
×
埓
×
卜
　
自
ｏ
　
２２
⑩

卿
　
。
「道
□
身
身
身
身
〔砂
砂
と

Ｌ
床
斧
恭
朱
外
井
　
　
『□
　
同
国
』
（削
り
残
り
）
（左
側
面
）

。「八含入■含入ふ
『日巳
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⑬

　

・

（壱
じ
×
６
×
∞
　
寓
Ｐ
　
２‐
⑤

側

　

・

（
∞
卜
）
×

Ｐ
ω
ω
×

『
　

ｏ
∞
Ｐ

再
釈
読
の
成
果
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
の
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

①
承
和
二
年

（仝
一五
）
の
年
紀
を
確
認
で
き
た
こ
と
。
飯
塚
遺
跡
出
土
木

簡
に
は
こ
れ
ま
で
年
紀
を
確
認
で
き
る
も
の
が
な
く
、
木
簡
群
の
内
容
的
な
重

要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
資
料
的
価
値
を
最
終
的
に
決
定
で
き
な
い
と
い

う
側
面
が
あ

っ
た
。
今
回
０
の
倉
札
木
簡
表
面

一
行
目
に
、
「承
和
二
」
の
文

字
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
木
簡
が
九
世
紀
前
半
の
人
三
五
年

一
〇
月

か
ら

一
一
月
に
か
け
て
の
春
米

（「息
米
」
を
利
息
と
し
て
の
米
と
解
釈
す
れ
ば
出

挙
の
利
息
と
し
て
の
コ
メ
）
の
納
入
記
録
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
。
従
来
木
簡

の
内
容
か
ら
、
八
世
紀
よ
り
は
降
り
、
九
世
紀
か
ら

一
〇
世
紀
半
ば
に
か
け
て

の
も
の
、
特
に
九
世
紀
の
可
能
性
が
高
い
と
推
定
さ
れ
て
き
た
が
、
ほ
ぼ
こ
の

推
定
が
裏
付
け
ら
れ
た
。
木
簡
群
が
時
間
軸
に
定
点
を
得
た
意
義
は
ま
こ
と
に

大
き
く
、
こ
れ
に
よ
り
個
々
の
木
簡
の
解
釈
、
木
簡
群
と
し
て
の
位
置
付
け
、

ひ
い
て
は
飯
塚
遺
跡
そ
の
も
の
の
歴
史
的
意
義
付
け
に
対
し
て
も
限
り
な
く
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
飯
塚
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
木
簡
資
料

の
時
期
の
確
定
に
よ
つ
て
、
今
新
た
に
本
格
的
議
論
の
ス
タ
ー
ト
に
立
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
①
で
は
コ
メ
の
納
入
が
、
日
ご
と
に
真

麿

（丸
）
と
池
作
の
二
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
こ
の

う
ち
池
作
は
収
納
責
任
者
だ
が
、
真
麿
の
役
割
は
不
詳
。

②
経
営
体
を
構
成
す
る
組
織
の
実
態
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
こ
と
。
④
に
手

工
業
生
産
に
関
わ
る

「木
工
所
」
「金
洗
所
」
な
ど
の
生
産
組
織
と
二
人
と
し

て
の

「金
工
」
、
側
に
経
営
体
の
中
核
と
思
わ
れ
る

「政
所
」
と
い
う
組
織
名

を
新
た
に
確
認
で
き
、
従
来
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た

「雑
物
所
」
「造
所
」
以

外
に
も
、
多
く
の

「所
」
か
ら
な
る
現
業
部
門
の
経
営
体
が
組
織
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
つ
た
。

③
宇
佐
八
幡
官
の
封
戸
の
所
在
地
で
あ
る
豊
後
国
国
埼
郡
武
蔵
郷
の
サ
ト
オ

サ
に
関
わ
る
木
街
を
確
認
し
た
こ
と
。
習
書
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
的
に

「武

蔵
里
長
」
と
し
て
の
勤
務
実
績

（仕
奉
状

一
仕
ォ
奉
る
状

ら

か
え
ま
つ
る
さ

ま
〉）
を
申
告
す
る
内
容
が
み
え
る
。
「里
長
」
は
本
来
国

・
郡

・
里
制
下

（七

〇
一
―
七
一
七
）
の
表
記
だ
が
、
こ
れ
は
九
世
紀
前
半
の
木
簡
と
の
共
伴
か
ら

み
て
も
、
「サ
ト
オ
サ
」
の
音
に
引
き
ず
ら
れ
た
表
記
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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釈文の訂正と追加

郡
司
の
任
命
に
際
し
、
こ
れ
ま
で
の
官
人
と
し
て
の
勤
務
実
績
を
申
告
す
る
同

様
の
内
容
の
文
書
や
木
簡
の
類
例
は
知
ら
れ
て
い
る
が

（代
表
的
な
の
は
、
正
倉

院
文
書
の
他
田
日
奉
部
直
神
護
の
解
な
ど
）、
サ
ト
オ
サ
の
勤
務
を
挙
げ
る
事
例
は

初
め
て
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
宇
佐
八
幡
宮
の
封
戸
の
所
在
地
で
あ
る
武
蔵

郷
に
関
わ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
サ
ト
の
責
任
者
で
あ
る
里
長
が
封

戸
経
営
に
果
た
し
た
役
割
を
考
え
さ
せ
る
木
簡
で
、
飯
塚
遺
跡
と
宇
佐
八
幡
宮

と
の
密
接
な
関
わ
り
を
再
認
識
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
。

今
回
の
科
学
的
保
存
処
理
後
の
木
簡
の
再
釈
読
に
よ
っ
て
、
飯
塚
遺
跡
出
土

木
簡
と
飯
塚
遺
跡
そ
の
も
の
の
歴
史
的
重
要
性
は

一
層
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
と
に
木
簡
群
が
九
世
紀
前
半
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
飯
塚
遺
跡
が
宇
佐
八
幡
宮
と
そ
の
封
戸

。
国
埼
津

。
大
学
府
を
結
ぶ

結
節
点
に
位
置
す
る
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
鮮
明
に
な
り
、
ま
た
そ
の
経
営

実
態
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

但
し
、
な
お
大
き
な
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「寺
米
日
記
」
と

「返
抄
国
解
」
が
並
ん
で
登
場
す
る
こ
と

（本
誌
第
一
一四
号
い
）
に
顕
者
に
象
徴

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
佐
八
幡
宮
に
納
め
ら
れ
る
封
戸
か
ら
の
米
の
管

理
と
、
そ
の
受
取
証
を
大
学
府
に
送
る
た
め
の
豊
後
国
の
解
が
な
ぜ
同

一
木
街

に
登
場
す
る
の
か
、
端
的
に
言
え
ば
、
飯
塚
遺
跡
の
経
営
主
体
の
問
題
に
収
叙

す
る
。
僧
の
関
与
か
ら
宇
佐
人
幡
宮
が
そ
の
経
営
に
深
く
関
与
し
て
い
る
の
は

間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
全
く
国
家
機
構
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

の
か
ど
う
か
、
ま
た
九
世
紀
前
半
と
い
う
時
期
を
考
慮
す
る
と
、
木
簡
か
ら
は

窺
え
な
い
国
埼
郡
司
の
関
与
は
本
当
に
な
か
っ
た
の
か

（「寺
米
日
記
」
の
木
簡

の
二
行
日
末
尾
の

「大
□
」
が

「大
領
」
で
あ
る
可
能
性
を
全
く
は
否
定
で
き
な
い
）

な
ど
、
飯
塚
遺
跡
の
性
格
の
根
本
に
関
わ
る
課
題
と
い
え
る
。
木
簡
か
ら
窺
え

る
の
は
、
郡
司
の
関
与
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
厳
密
に
は
分

離
で
き
な
い
形
で
共
存
し
て
い
る
実
態
で
あ
り
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
を

ど
う
解
釈
す
る
か
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
新
釈
文
の
公
開
で
は
、
ひ
と
ま

ず
事
実
の
提
示
に
止
め
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
今
回
報
告
す
る
再
釈
読
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
か
ら
人
月
に
か
け
て
、

奈
良
文
化
財
研
究
所
史
料
研
究
室
に
お
い
て
、
奈
良
女
子
大
学
の
舘
野
和
己
氏

と
と
も
に
行
な
っ
た
検
討
会
の
成
果
で
あ
る
。

（永
松
み
ゆ
き
、
渡
辺
晃
宏

〈奈
良
文
化
財
研
究
所
》




